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商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、2026 年 4 月 2 日開催の当社取締役会において、商号の変更及び定款の一部変更について決

議しましたので、下記の通りお知らせします。 

 

記 

 

Ⅰ．商号の変更について 

１. 変更の理由 

当社の今後の事業展開を見据え、企業ブランドの明確化および対外的な認知向上を図るため、

現行定款第１条（商号）を変更し、商号を「エヌバイテクノロジーズ株式会社」に変更するもの

であります。 

２. 新商号（英文表記） 

エヌバイテクノロジーズ株式会社（英文：N×TECHNOLOGIES Inc.） 

３. 新商号変更日 

2026 年６月１日（予定） 

※ 本商号変更は、2026 年４月 24 日開催予定の第 17 期定時株主総会において、 

承認されることが条件となります。 

 

Ⅱ．定款の一部変更について 

１. 定款変更の目的 

上記「Ⅰ．商号の変更について」に記載の通り、現行定款第 1 条（商号）を変更するもの、及

び今後の事業活動にあたり、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加するものであります。 

 

 

 

 



 

 

２. 定款変更の内容 （下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

（商号） 

第１条 当会社は、中山不動産株式会社と称し、英文では、

NAKAYAMAFUDOUSAN Co., Ltd.と称する。 

（新 設） 

（新 設） 

 

 

 

（商号） 

第１条 当会社は、エヌバイテクノロジーズ株式会社と称し、英

文では、N×TECHNOLOGIES Inc.と称する。 

附則 

（商号変更の時期） 

第１条 定款第１条（商号）の変更は、2026 年 6 月 1 日から効

力を生じるものとする。なお、本条は、定款第 1 条の変更の効力

発生日経過後にこれを削除する。 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

（１）～（７）    （条文省略） 

（新 設） 

（８）         （条文省略） 

（目的） 

第 2 条        （現行どおり） 

（１）～（７）     （現行どおり） 

（８）住宅確保要配慮者向け居住支援に係る事業 

（９）         （現行どおり） 

3．定款変更の日程 

 ①株主総会開催日     2026 年 4 月 24 日（予定） 

 ②定款変更の効力発生日  第 1 条（商号）：2026 年 6 月 1 日（予定） 

第 2 条（目的）：2026 年 4 月 24 日（予定） 

 

以 上 

 


